
山口市人権推進指針体系図
〜市民一人ひとりが人権を
� 尊重するまちをめざして〜

基本理念 キーワード

誰もがお互いに認め合い、「市民一人ひとりが
人権を尊重するまち」の実現に向け、総合的に
人権に関する取組を推進

いのち
（生命）

市民一人ひとりが、かけがえのない
尊い「いのち」を大切にする地域社
会の創造をめざします

じゆう
（自由）

市民一人ひとりが、自由で多様な価
値観を尊重する地域社会の創造をめ
ざします

びょうどう
（平等）

市民一人ひとりが、社会の一員とし
て等しく参加・参画できる地域社会
の創造をめざします

きょうどう
（協働）

市民一人ひとりが、相互に理解・尊
重し共通の目的に向かい共に取り組
む地域社会の創造をめざします

性　　格

人権施策を推進するための方向性や方策を示す
ものであります
（役割）
・あらゆる行政分野で人権施策を推進
・�市民、民間団体、企業等との参加・参画と協
働のもとに推進

期　　間

平成30年度(2018年度)から平成39年度(2027年度)
までの10年間とします

山口市人権施策推進審議会

　人権施策の推進についての
意見の聴取・調査・審議

山口市人権推進本部会議

　関係部局相互の連携・推進

山口市人権教育推進委員会

　人権教育を総合的かつ効果
的に推進

国、県、民間団体等との連携

推進体制

人権を尊重した行政の推進 分野別施策の推進

相談・支援体制の充実

　国、県等の行政機関及び民間団体等との連
携を図り、相互の協力体制を強化した幅広い
取組を推進

市におけるあらゆる行政分野
で、人権尊重の理念を基礎と
した取組を推進

人権教育・啓発の推進

家庭、地域、職場、学校など
において、人権教育・啓発活
動を推進

男女共同参画、子ども、高齢者、
障がい者、同和問題、外国人、
感染症患者等、ハンセン病問題、
罪や非行を犯した人、プライ
バシー保護、インフォームド・
コンセント推進、インターネッ
ト、犯罪被害者保護、拉致問題、
性の多様性、働く人、その他
の人権問題を具体的に取り組
むべき分野別人権課題として
諸施策を推進

　相談機関の充実や周知を図るとともに、国、
県、関係機関を含めた、それぞれの相談機関
がネットワーク化を図るなど連携強化を推進

★分野の新設


